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市街化調整区域内の農地を貸したい人は、
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・令和2年4月 1日 から対象区域が市街化調整区域全域に拡大 (※ 1)

。従来通り借 りたい人と貸したい人との直接利用権設定も可能 (※ 2)
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貸 付

農地を借 り

たい人
農地を貸し

たい人

【農
地
中
間
管
理
事
業
と
は
】

市
街
化
調
整
区
域
内
の
農
地
を
対
象

に
、
農
業
を
や
め
る
方
や
農
業
の
規
模
を

縮
小
さ
れ
る
方

（出
し
手
農
家
）
か
ら
、

農
地
中
間
管
理
機
構
が
農
地
を
借
り
受

け
、
規
模
拡
大
や
新
規
参
入
さ
れ
る
受
け

手

（担
い
手
農
家
等
）
の
方
に
貸
し
付
け

る
こ
と
に
よ
り
、
農
地
利
用
の
集
積

・
集

約
化
を
進
め
る
事
業
で
す
。

【期
間
】

基
本
的
に
定
め
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【対
象
と
な
る
農
地
】

市
街
化
調
整
区
域
内
の
農
地

（※
１
）

【借
り
る
方
の
要
件
】

新
規
参
入
の
場
合
は
、
参
入
要
件
が
あ

り
ま
す
の
で
、
町
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
【
そ
の
他
】

農
地
中
間
管
理
機
構
を
介
さ
ず
、
従
来

通
り
借
り
た
い
人
と
貸
し
人
と
の
直
接

利
用
権
設
定
も
可
能
で
す

（※
２
）。

【問
合
せ
】
町
産
業
振
興
課

（農
業
委
員
会
）
８
８４
１
０

３

１

７

裏面に続きます

協力



農
地
パ
ト
ロ
ー
ル

町
農
業
委
員
会
で
は
、
農
地
利
用
の
最
適

化

（担
い
手

へ
の
農
地
の
集
積

・
集
約
化
、

遊
休
農
地
の
発
生
防
止

・
解
消
、
新
規
参
入

の
促
進
）
の
た
め
町
内
全
域
の
農
地
を
対
象

と
し
た
農
地
パ
ト

ロ
ー

ル
を
随
時
行

っ
て

い
ま
す
。
パ
ト
ロ
！
ル
で
適
正
な
管
理
が
さ

れ
て
い
な
い
と
さ
れ
た
農
地
は
、
是
正
を
促

し
ま
す
。
農
地
を
適
正
に
管
理
す
る
の
は
所

有
者
の
責
務
で
す
。
ご
自
身
や
ご
家
族
が
耕

作
を
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
「農
地
中
間

管
理
事
業
の
利
用
」
や

「
利
用
権
設
定
」
を

す
る
こ
と
で
農
地
を
貸
し
出
す

こ
と
も
で

き
ま
す
。

町
農
業
委
員
会
で
は
、
こ
れ
か
ら
も
農
地

の
適
正
管
理
を
促
進
し
、
農
地
利
用
の
最
適

化
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

農
業
者
年
金
で
老
後
の
備
え
を

次
の
３
つ
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
せ
ば
ど
な

た
で
も
加
入
で
き
ま
す

①

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

②

６０
歳
未
満

③

年
間
６０
日
以
上
農
業
に
従
事

農業委員全員による一斉パ トロール (令和元年 8月 )

農
地
を
転
用
す
る
場
合
に
は
、

許
可
が
必
要
で
す

活
動
報
告

（平
成

３１
年
４
月
～
　
主
な
も
の
）

任
命
式

・
臨
時
総
会

（４
月
１
日
）

総
会

（毎
月

２５
日
前
後
）

田
植
え

（米
栽
培
体
験
塾
　
５
月
）

農
地
パ
ト

ロ
ー
ル

（随
時
）

視
察

（Ｊ
Ａ
開
成
営
農
経
済
セ
ン
タ
１
　
　
６
月
）

あ
じ
さ
い
剪
定
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア

（７
月
）

稲
刈
り

（米
栽
培
体
験
塾
　
９
月
）

新
任
農
業
委
員
研
修
会

（南
足
柄
　
１０
月
）

県
農
業
委
員
会
大
会

（厚
木
　
Ｈ
月
）
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農
地
を
農
地
以
外
に
す
る
こ
と
を

一農
地
転
用
」
と

い
い
ま
す
。
市
街
化
調
整
区
域
内
の
農
地
転
用
に
は
農

地
法
の
転
用
許
可
が
必
要
で
す

（市
街
化
区
域
内
の
農

地
は
農
業
委
員
会
に
届
出
）
。
違
反
転
用
や
許
可
ど
お

り
に
転
用
し
な
い
場
合
、
原
状
回
復
等
の
命
令
、
罰
則

の
適
用
が
あ
り
ま
す
。
農
地
転
用
の
許
可
申
請
の
受
付

は
町
農
業
委
員
会
で
行
っ
て
い
ま
す
。


	IMG_20200217_0003.pdf
	IMG_20200217_0004.pdf

